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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構中期目標（案）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条の規定により、独立行政

法人高齢・障害者雇用支援機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」

という。）を定める。

平成２０年２月２９日

平成２１年３月 ２日 変更指示

平成２２年３月３０日 変更指示

平成２３年 月 日 変更指示

厚生労働大臣 舛添 要一

前 文

我が国は、２００５年から人口減少に転じ、将来も一層の少子化・高齢化の進行によ

って、本格的な人口減少社会が到来する見通しである。このような中、労働力人口の減

少等を克服し、経済社会の持続的な発展を可能とするためには、若者、女性、高齢者、

障害者等の働く意欲と能力を持つすべての人々が、生涯を通じ、その能力を蓄積しつつ、

十分発揮し、仕事や地域への社会参加を行うことにより、充実感を得ることができ、人

生の各段階に応じて仕事と生活の調和が図られ、かつ、公正で多様性に満ちた豊かな社

会を実現することが重要となってくる。

このような社会を実現するための重要な課題の一つとして、高齢者や障害者の雇用の

促進が位置付けられるところであるが、これについて当面５年程度の間に重点的に取り

組むべき施策の方向性は以下のとおりである。

高齢者については、人口の高齢化が今後ますます進行する中、その能力を活かすため

の取組を早急に進めることが必要である。まずは、６５歳までの雇用の確保を図ること

が不可欠であり、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号。

以下「高年齢者雇用安定法」という。）に基づく高年齢者雇用確保措置の中小企業も含め

た全企業における導入促進、継続雇用制度における希望者全員を対象とする企業の増加

を図るなど、より充実した取組が必要である。また、年齢に関わりなく働き続けること

ができる社会を目指すため、「７０歳まで働ける企業」の普及・促進等を図ることが必要

である。

障害者については、その就労意欲が着実な高まりを見せる中で、より多くの就職希望

を実現するとともに、一人ひとりがいきいきとした職業生活を送ることができるように

するため、就労支援について質・量ともに一層の強化を図ることが必要である。まずは、

障害者雇用率制度を柱として障害者の雇用水準の低い中小企業への支援の強化を重点と

しつつ障害者の雇用機会を拡大するとともに、一人ひとりの希望に応じた働き方を実現



- 2 -

するため、多様な就業形態を選択できるような環境整備を行うことが必要である。また、

精神障害や発達障害等障害の特性に応じた支援の充実、職業リハビリテーションの充実

・強化、障害の態様や企業のニーズに対応した多様な職業能力開発機会の拡充等を行う

ことが必要である。さらに福祉から雇用への移行を一層促進するため、雇用・福祉・教

育・医療の各分野の緊密な連携を進め、地域障害者職業センター（以下「地域センター」

という。）の高度な専門性とノウハウの蓄積を活かして、各分野の支援機関がそれぞれの

機能に応じた役割分担の下で、各地域において、一貫した総合的な支援等を行うことが

必要である。

高齢者及び障害者の雇用対策を実施していくに当たっては、国や独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構（以下「機構」という。）をはじめとした各主体のそれぞれの役割分

担の下、適切に取り組むことが重要であることから、これについて以下のとおりとする。

高齢者の雇用対策については、国が高齢者の雇用機会の確保等に係る企画及び立案を

行うとともに、全国的な体系の下での職業紹介の実施や、高年齢者雇用安定法に規定す

る高年齢者雇用確保措置に係る指導など、法律に基づく行政指導等を実施する。機構は、

事業主による高齢者雇用の取組を支援するため、事業主等に対する給付金の支給や人事

管理制度の見直しに当たっての専門的、実践的な相談・援助等の業務を行うとともに、

労働者の高齢期における職業生活の設計を容易にするため、労働者に助言を行う業務等

を実施する。

障害者の雇用対策については、国が障害者雇用納付金制度やそれに基づく助成金等の

企画及び立案を行うとともに、全国的な体系の下での職業紹介、雇用率達成指導等障害

者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく行政指導等を実

施する。また、地方公共団体においては、国の施策とあいまって、地域の実情に応じて

必要な施策を講ずる。機構は障害者雇用納付金制度に基づく納付金の徴収及び調整金、

助成金等の支給の業務、事業主に対する障害者の雇用管理に関する専門的・実践的な相

談・援助等の業務や、障害の種類等個々人の特性を踏まえた専門的な職業リハビリテー

ション、地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の業務

等を実施する。

このように、機構は、政府の施策の方向性の下、その設置目的を踏まえ、国が直接実

施する施策とあいまって、地方公共団体、民間団体等関係機関とも十分な連携を図り、

機構における業務の実施を通じて蓄積された専門的な知見を集中し、また、さらにその

専門性を強化しつつ、以下の国の戦略目標の達成に資するべく、高齢者、障害者、事業

主等に対する専門的な雇用支援を実施することとする。

〔国の戦略目標〕

１ 高齢者雇用支援に係る戦略目標

①（目標）定年廃止、６５歳以上の定年延長又は希望者全員を対象とした継続雇用

制度を広く普及する。

（指標）平成２２年度末までに６５歳定年企業等の割合を５０％

②（目標）７０歳まで働ける企業の実現に向けその割合を倍増させる。
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（指標）平成２２年度末までに７０歳まで働ける企業の割合を２０％

２ 障害者雇用支援に係る戦略目標

①（目標）障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を図るため障害者雇用率制度

を中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。

（指標）雇用障害者数６４万人（平成２５年度）

②（目標）ハローワークを中心に福祉・教育等関係機関と連携した「障害者就労支

援チーム」による支援を行うこと等により、就職の準備段階から職場定着

までの一貫した支援を展開する。

（指標）ハローワークを通じた障害者の就職件数 ２４万件

（平成２０～２４年度の累計）

③（目標）福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業所、

就労継続支援事業所の計画的整備を行う。

（指標）一般就労への年間移行者数 ９千人（平成２３年度）

④（目標）精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用

機会の拡大を図る。

（指標）精神障害者の雇用（５６人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数）

１．５万人（平成２５年）

第１ 中期目標の期間

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第２９条第２項第１号の中期目標

の期間は、平成２０年４月から平成２５年３月までの５年間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項

通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりと

する。

１ 機構の組織体制については、業務の効率的かつ効果的実施等の観点から以下のよ

うに見直すほか、適宜弾力的に見直すこと。

① 高年齢者雇用に関する給付金の支給業務については、事業規模が大幅に縮小し

ていることに伴い、支給業務の実施体制を事業規模に合わせて縮小すること。

② 駐在事務所（５か所）については、廃止するものとし、納付金の調査等必要な

業務は本部組織において実施すること。

③ せき髄損傷者職業センターについては、支援ニーズが大きく減少していること
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から廃止し、当該センターの業務は福岡障害者職業センターが引き継ぐこと。

④ 地域センターの管理事務については、おおむね４分の１程度のセンターに事務

処理を集約化すること。

⑤ 地方において委託により実施してきた高年齢者等に係る雇用関係業務及び障害

者雇用納付金関係業務については、委託方式を廃止し、機構が直接実施すること

により、業務の効率化及び管理経費の縮減を図ること。

⑥⑤ 本部機能については、第２期中期目標期間中に東京本部を幕張本部に集約化

することについて検討し、結論を得ること。

２ 一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。）については

効率的な利用に努め、第２期中期目標期間中、毎年度平均で３％程度の額を節減す

るとともに、平成２１年度から開始する個別実践型リワークプログラムによる精神

障害者の復職支援に係る経費、地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに

関する助言・援助等に係る経費及び特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就

業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練に係る経費の合計額

については、事業開始後１年間と比べて毎年度平均で３％程度の額を節減すること。

また、業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規に追加される業

務、拡充業務分等を除く。）については、第２期中期目標期間中、毎年度平均で総額

１．９％程度の額を節減するとともに、平成２１年度から開始する個別実践型リワ

ークプログラムによる精神障害者の復職支援に係る経費、地域の関係機関に対する

職業リハビリテーションに関する助言・援助等に係る経費及び特注型の訓練メニュ

ーに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職

業訓練に係る経費の合計額については、事業開始後１年間と比べて毎年度平均で１．

２％程度の額を節減すること。

なお、上記目標の実現に当たっては、不要な支出の削減を図るため、無駄削減・

業務効率化に関する取組の人事評価への反映など自律的な取組のための体制整備を

行うとともに、レクリエーション経費の廃止、公用車・業務用車の効率化、タクシ

ー使用の適正化等、徹底した冗費の削減を行うこと。

３ 総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律（平成１８年法律第４７号）等に基づく平成１８年度以降の５年間で５％

以上を基本とする削減を、引き続き着実に実施するとともに、「経済財政運営と構造

改革に関する基本本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家

公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続するものとすること。

さらに、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、これを

維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準の

適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表する
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ものとすること。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を

上回っていないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因について、是正の余

地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事

業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができる

か。

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるものとなって

いるか。

４ 随意契約の見直し

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、

随意契約の適正化を推進すること。

① 機構が策定する「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するととも

に、その取組状況を公表すること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う

場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹

底的なチェックを受けること。

また、各都道府県の雇用開発協会等及び(社）全国重度障害者雇用事業所協会へ

の委託業務に係る随意契約については、一般競争入札等競争性のある契約形態へ

移行すること。

５ 保有資産の見直し

せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産については、国の資産債

務改革の趣旨を踏まえ、処分すること。

６ 事業の費用対効果

事業の実施に要した費用及び事業によって得られた効果を把握・分析し、その結

果を事業実施内容の見直しや新たな事業展開につなげること。
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７ 実践的手法の開発、講習及び啓発事業の事業規模についての配慮

機構が行う障害者の雇用に関する実践的手法の開発、講習の事業、障害者の雇用

について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の事業については、障害

者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金

並びに障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障をきたさないように、

その事業規模について配慮すること。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

通則法第２９条第２項第３号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項は、次のとおりとする。

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 高年齢者等の雇用機会の確保等に資する事業主又はその事業主の団体に対して

給付金を支給することに関する事項

① 高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、定年の廃止、６５歳以上への定年

の引上げ及び継続雇用制度の導入等による高年齢者等の雇用の確保や再就職援

助等を図るため、機構が実施する各種給付金支給業務については、法律の目的

にのっとり、適正かつ効率的な運営を図ること。

② 高年齢者等の雇用に関する事業主等への給付金支給については、職業安定機

関と密接な連携を図る体制を確保し、適切な情報提供等を図ることにより、適

正な支給業務の実施を図ること。

(2) 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し

て相談その他の援助を行うことに関する事項

高年齢者等の安定した雇用の確保、雇用管理改善等の実施、高年齢者等の多様

な就業ニーズに応じた就業機会の確保を図るために、職業安定機関と連携しつつ、

事業主等に対して必要な支援を実施すること。

① 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助等の実施

「希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入」、「７０歳まで働ける企業の

実現」、「小規模企業における６５歳までの雇用確保措置の完全実施」等に資す

るため、高年齢者雇用アドバイザー等を活用して、執行の効率化を図りつつ、

機構の蓄積する専門的知見を基に事業主等に対する高年齢者等の雇用の技術的

問題全般に関する相談・援助を行い、相談・援助を実施した事業主等に対して

追跡調査を実施し、７０％以上の利用事業主等において、具体的な課題改善効

果が見られるようにすること。

また、当該調査結果を分析し、高年齢者雇用アドバイザー等の業務の質の向

上を図ること。



- 7 -

② 実践的手法の開発・提供

高年齢者等の安定した雇用の確保の促進を図るため、賃金、人事処遇制度等

高年齢者等の雇用を進めていく上での課題解決に資する実践的手法を開発し、

また、事業主等と共同研究を行うことにより、これらの成果について高年齢者

雇用アドバイザー等が行う相談・援助への活用を図るとともに、開発成果を事

業主の利用しやすい報告書、マニュアル等の成果物として事業主等に提供し、

その自主的な取組を支援すること。

③ 啓発広報活動等の実施

高年齢者等の雇用問題に関する情報の効率的な活用と国民の理解の促進を図

るため、高年齢者雇用確保措置及び高年齢者等の雇用に関する情報及び資料の

収集を計画的かつ効果的に実施するとともに、事業主等に対する情報の提供に

ついては、高齢者雇用を支援する月間を設け、各種行事の開催、刊行誌の発行、

ホームページへの掲載、マスメディア等の活用により啓発広報活動を効果的か

つ積極的に展開すること。

(3) 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にする

ために必要な助言又は指導を行うことに関する事項

高年齢者雇用確保措置の実施状況や団塊の世代が６０歳に到達し、さらに平成

２４年には６５歳に到達しはじめるつつあることを踏まえ、６５歳以降を視野に

入れた職業生活設計に重点を移し、労働者が早い段階から自らの希望と能力に応

じた多様な働き方を選択し、実現できるようにするため、職業安定機関等と密接

な連携を図りながら、高齢期における職業生活の設計のための助言、援助を行う

こと。

(4) ６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規模企業に重点をおいた支

援を行うことに関する事項

小規模な企業において雇用確保措置の導入・定着が遅れている状況を踏まえ、

支援対象を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特性を踏まえた、より効果的

かつ効率的な事業手法を検討し、その結果に基づき効果的かつ効率的な業務運営

を図ること。

(5) 高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに関する事項

機構による高年齢者雇用支援業務は、６５歳までの雇用確保に係る相談援助等

の対象企業の重点化・縮小や、新たな課題として６５歳以上の雇用確保に係る業

務が見込まれる一方、社会経済情勢や法施行の状況等の関連諸施策の動向に影響

を受けることなどを勘案し、平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実施体

制・実施方法については、引き続き現行の枠組みで実施することが合理的かつ効

果的・効率的かについて、第２期中期目標期間終了時までに検討し、結論を得る
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こととしているので、厚生労働省の検討に資するように必要な連携を図ること。

２ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害者各人

の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ

効果的に実施すること。そのために、各関係機関との連携を図るとともに、職業

リハビリテーションの実施に係る目標を設定し、厳格な外部評価を実施すること。

・ 障害者職業総合センター（以下「総合センター」という。）については、職業

リハビリテーションの中核的機関としての機能を最大限発揮すること。

・ 広域障害者職業センター（以下「広域センター」という。）については、全国

の広範な地域から職業的重度障害者を受け入れるとともに、地域センターにつ

いては、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、職

業安定機関、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者等とのネッ

トワークを構築し、連携の強化や各種情報の共有化を図り、職業リハビリテー

ションに係る人材の育成や関係機関に対する助言・援助に取り組むこと。

① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施

ア 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施

・ 地域センターについては、サービスを希望する者の就労支援ニーズをでき

る限り的確に把握し、第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の

障害者に対し、より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リハビリテーシ

ョンサービスを実施すること。

各地域における就労支援機関の状況を踏まえ、どの地域においても、適切

な職業リハビリテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、就職

等の困難性の高い障害者（精神障害者、発達障害者、難病者等）に対する専

門的支援を重点的に実施すること。

なお、メンタルヘルス分野における医療機関との連携による精神障害者に

対するリワーク・再就職支援を行うとともに、ニート等の自立支援機関や教

育機関との連携による、発達障害を有する若者に対する支援の充実に努める

こと。

・ 障害者の就労の可能性を高めるため、地域センターにおける職業準備訓練、

職業講習の実施により、第２期中期目標期間中において７５％以上の対象者

が就職等に向かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、

職場実習等）に移行できるようにすること。

また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職

業安定機関との緊密な連携を図り、第２期中期目標期間中においてその修了
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者の就職率が５０％以上となることに資するため、その内容の充実を図るこ

と。

なお、ＯＡ講習は、地域センターの専門的支援への重点化、民間機関にお

ける訓練機会の拡大及び障害者委託訓練の拡大状況も踏まえ、廃止すること。

・ ジョブコーチ支援事業については、社会福祉法人等に配置されるジョブコ

ーチの活動領域の拡大を図ること等を踏まえ、第２期中期目標期間中におい

て１０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施し、８０％以上の定着率

を達成すること。

・ 精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇用継続を促進するため、地域におけ

る支援ネットワークを構築して、主治医等関係者との密接な連携を図り、障

害者に対する職業指導及び作業支援、事業主に対する雇用管理の助言・援助

等を総合的に実施すること。

また、最近におけるうつ病等の精神障害による休職者の大幅な増加や休職

と復職を繰り返す、休職期間が長期化するといった復職支援の困難な事案の

割合の高まりに対応するため、総合センターが中心となって開発した最新の

支援技法を導入した個別実践型リワークプログラムにより、多様な精神障害

者を対象に個別状況に応じたより効果的な復職支援を行うこと。

これらにより、第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人

以上を対象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続支援終了者の７５

％以上が復職又は雇用継続できるようにすること。

・ 広域センターについては、全国の広範な地域から職業的重度障害者を受け

入れるという本来の役割を十分に果たすよう、地域センターと連携して対象

者の把握・支援を行う等運営の改善を図ること。

イ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施

地域センターにおいて、職業リハビリテーション専門機関の立場から、事

業主に対する雇用管理に関する助言その他の援助を事業主のニーズに応じて

的確に実施し、障害者の就職又は職場適応を促進すること。

ウ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の

実施

各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者その

他の関係機関がより効果的な職業リハビリテーションサービスを実施するこ

とができるよう、地域センターにおいて、これらの関係機関に対する職業リ

ハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うと

ともに、総合センターとの共同によりこれらの関係機関の職員等への職業リ

ハビリテーションに関する実践的な知識・技術等の向上のためのマニュアル
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・教材の作成及び提供並びに実務的研修を実施すること。

エ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成

職業リハビリテーションの発展及び円滑な推進に資するため、総合センタ

ーにおいて、障害者職業カウンセラーの養成及び研修を実施するとともに、

障害者就業・生活支援センターの職員や医療・福祉等の分野の支援担当者等

を対象に、職業リハビリテーションに関する専門的・技術的研修を実施し、

職業リハビリテーション人材の育成を図ること。

② 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とそ

の普及・活用の推進

総合センターにおいて、福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の

対象者の拡大を図る観点から、新たな職業リハビリテーション技術や支援ツー

ルの開発を行い、その成果の機構内外への普及を積極的に行うとともに、成果

の具体的な活用状況を把握し、それを関係機関で共有化し、さらなる活用を図

ること。

ア 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施

職業リハビリテーションの充実、向上に資するため、職業リハビリテーシ

ョンに関する調査・研究を実施すること。

また、各研究テーマについて、研究の質を評価することが可能な指標を設

定すること。

イ 職業リハビリテーションに係る技法の開発

福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者の拡大に資する

ため、先駆的な職業リハビリテーション技法の開発を行い、これまで開発し

た支援技法のニーズに応じた改良を行うこと。

ウ 研究・開発成果の積極的な普及・活用

事業主や関係機関に対して、研究・開発の成果の普及を図るための場を設

けるとともに、職業リハビリテーションに関して職業リハビリテーションの

関係者や事業主にとって利用しやすいマニュアルや教材等を作成・公開する

こと。また、成果を関係機関で共有化するため、具体的な活用状況を把握し、

さらなる活用を図ること。

(2) 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項

機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校に関しては、職業的重度障害者に

対して、個々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考慮し、弾力的な運営を図る

ほか、個々の訓練生に適した訓練内容を定めるなど、障害者の障害の特性に応じ

たよりきめ細かな配慮を加えた先導的な職業訓練を実施すること。
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① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実

福祉から雇用への流れを踏まえ、受講者の拡大を図る観点から、関係機関と

の一層緊密な連携を図り、職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害

者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れること。

また、企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭にお

いて、より就職に結びつく職業訓練の実施に努めること。このため、企業によ

る採用や職場適応についてのノウハウが確立されていない職業訓練上特別な支

援を要する障害者について、雇入れ可能性のある企業の協力・連携の下に、特

注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体

的実施による先導的職業訓練に取り組むこと。

また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職業

安定機関との緊密な連携を図り、第２期中期目標期間中において修了者等の就

職率が８０％以上となることに資するため、カリキュラムの見直し等による訓

練内容の充実を図ること。

② 障害者に対する訓練技法等の開発・普及

先導的な職業訓練実施の成果をもとに、精神障害者や発達障害者を含む職業

訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内容、指導技法等をマニュ

アル等にとりまとめ、他の障害者職業能力開発校に提供すること等により、障

害者職業訓練全体のレベルアップに貢献すること。

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、障

害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進

等を図るため設けられた「障害者雇用納付金制度」に基づく、障害者雇用納付金

の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業

障害者特例報奨金及び各種助成金の支給等の機構が実施する納付金関係業務につ

いては、障害者の雇用の促進に寄与するために、法律の目的にのっとり、適正か

つ効率的な運営を図ること。

また、障害者の雇用に関する実践的手法の開発、講習の事業、啓発の事業を効

果的に実施することにより、事業主の障害者雇用の取組を支援し、障害者の雇用

促進を図ること。

なお、障害者雇用納付金申告対象事業主等に対する調査や就労支援機器の貸出

しなど、駐在事務所の廃止に伴い本部組織に一元化される業務については、サー

ビスの質の維持や不正受給の防止に支障が生じないよう留意するとともに、集約

化による専門性の向上等業務の効率的かつ効果的な実施に努めること。

① 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者

特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給に関する業務の適切な実施
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ア 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害

者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給については、適正かつ効

率的に行うことはもとより、障害者雇用納付金制度の周知、理解の促進を図

るため、関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を幅広く実施すること。

イ 障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、常用雇用

労働者数が３００人を超える事業主については９９％以上の収納率を維持す

ること。とともに、平成２２年７月から新たに適用対象となった常用雇用労

働者数が２００人を超え３００人以下の事業主については、中期目標期間終

了時までに、同様の収納率を目指すこと。

② 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務の適切な実施

障害者雇用に関する事業主等への助成金支給については、障害者雇用に係る

事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図るため、適正かつ

効率的に行うことはもとより、助成金制度、申請手続等を周知すること、事業

主等が利用しやすい手続とすること、助成金を障害者雇用に効果的に活用でき

るように事業主等に対して助言・援助を行うこと、など事業主等に対するサー

ビスの向上を図ること。

③ 障害者の雇用に関する実践的手法の開発、各種講習、相談･援助、実践的手法

の開発、講習の事業、啓発等の事業の効果的な実施

ア 相談・援助、各種講習、相談・援助等の実施

障害者雇用に取り組む事業主を支援するため、障害者雇用の広範な知識と

経験を有するアドバイザーを配置するとともに、特に専門的な支援を必要と

する事業主等に対しては医療、社会教育、社会福祉、工学等の専門家と連携

して、障害者の雇用の促進及び継続を容易にするための障害者の雇用に取り

組む事業主等に対する相談・援助を行い、相談・援助を実施した事業主等に

対して追跡調査を実施し、７０％以上の利用事業主等において、具体的な課

題改善効果が見られるようにすること。

障害者を５人以上雇用する事業所に選任が義務づけられている障害者の職

業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員の資格認定講習

を実施すること。

障害者の能力と適性に応じた雇用の促進と職場定着を図るため、障害者雇

用に関する専門的な知識と経験を有する者を活用して、特に困難な課題を抱

える事業主に対する障害者の職域拡大や雇用管理等に関する相談･援助を効果

的に実施すること。

イ 実践的手法の開発・提供
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障害者の雇用・就業分野の拡大、雇用の促進及び継続を図るため、職域拡

大、キャリアアップ、職務再設計及び職場環境の改善の雇用管理に関する実

践的手法を開発し、事業主が利用しやすい報告書、マニュアル等の成果物を

提供すること。

障害者雇用事例等の情報収集と事業主等への効果的な提供を実施すること。

ウ 就労支援機器の普及・啓発

障害者の雇用促進に役立つ就労支援機器の貸出しを行い、それらの就労支

援機器の普及・啓発を図ること。

エ 啓発事業の実施

事業主や国民一般に対して障害者雇用の機運を醸成するため雇用支援月間

を設け、また障害者の職業的自立を支援するため、障害者雇用に関する様々

な啓発活動を展開すること。

④ 障害者の技能に関する競技大会の開催に関する事項

産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏まえた競技

種目の重点化及び先駆的又は雇用拡大が期待される職種による技能デモンスト

レーションの実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を行うことにより、障害

者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよう、広

く障害者の職業能力に対する社会の理解と認識を深め、その職業能力の向上と

雇用促進を図ること。

このため、大会来場者にアンケート調査を実施し、障害者の職業能力及び雇

用に対する理解が深まった旨の評価を８０％以上の来場者から得られるように

すること。

また、平成２３年度に韓国で開催予定の国際大会への選手の派遣も考慮して、

国内大会の効果的な運営に努めること。

第４ 財務内容の改善に関する事項

通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとす

る。

１ 管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的

経費の節減を図ること。

２ 運営費交付金を充当して行う事業については、「第２ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行

うこと。

３ 障害者雇用納付金に係る積立金については、納付金が障害者の雇用に伴う、経済
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的な負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業

主から徴収しているものであることにかんがみ、適正にその運用及び管理を行うこ

と。

第５ その他業務運営に関する重要事項

通則法第２９条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項については次の

とおりとする。

１ ニーズの適確な把握等

サービスを希望する者が適切な時期に適切なサービスを受けられるようにするた

め、利用者の機会の均等・公平の観点から、ニーズの適確な把握、ニーズを踏まえ

た適正なサービスの提供を図るよう、事業の周知や関係機関への協力要請を積極的

に実施するとともに、事業主団体、障害者団体等と情報交換を行うほか、機構の業

務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。

２ 利便性の向上

利用者に対するアンケート調査を積極的に実施し、その結果を業務改善につなげ

ることにより、利用者の要望を踏まえた業務運営を行うこと。

高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報をホームページにおいて公表し、

高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報の効率的な活用と国民の理解の促進

を図ること。また、給付金及び助成金の支給申請事業主等の利便性を図るため、支

給要件、助成額、申請窓口等をホームページ等で公開すること。

また、障害者雇用納付金の徴収及び調整金等の支給業務については、事業主の利

便性の向上を図るため、申告・申請手続の簡素化及び電算機処理システムの改定な

ど、適正かつ効率的に実施すること。

３ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実等

適正な業務の推進に資するため業績評価を行い、業務運営に反映する。

さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、設定した目

標の達成状況、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホームページ等にお

いて、積極的かつ分かりやすく公表すること。

４ 内部統制の在り方

機構における役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計

監査人等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表

すること。
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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構中期計画（案）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の規定に基づき平

成２０年２月２９日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人高齢・障

害者雇用支援機構中期目標を達成するため、同法第３０条の定めるところにより、次の

とおり、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構中期計画を定める。

平成２０年３月３１日

平成２１年３月２７日 変更認可

平成２２年３月３１日 変更認可

平成２３年 月 日 変更認可

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長 戸苅 利和

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（以下「機構」という。）は、厚生労働大臣

が定めた中期目標を達成するため、この中期計画により事業を行うこととする。

高年齢者等及び障害者の雇用に係る業務については、国の目標達成に資するという観

点も含め、国や関係機関との連携を図りつつ、機構全体の取組により、第２に定める事

項の効果的実施を図ることとする。

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立

機構の組織体制については、業務の効果的・効率的実施等の観点から、以下のと

おり見直すほか、機動的・弾力的な組織運営を行う。

① 高年齢者雇用に関する給付金の支給業務については、業務実施体制を事業規模

に合わせて縮小する。

② 駐在事務所（全国５か所）については廃止し、納付金の調査等必要な業務は本

部組織において実施する。

③ せき髄損傷者職業センターについては廃止し、当該センターの業務は福岡障害

者職業センターが引き継ぐ。

④ 地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）の管理事務につい
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ては、おおむね４分の１程度の地域センターに事務処理を集約する。

⑤ 地方において委託により実施してきた高年齢者等に係る雇用関係業務及び障害

者雇用納付金関係業務（以下「地方業務」という。）については、委託方式を廃

止し、機構が直接実施することにより、業務の効率化及び管理経費の縮減を図る。

⑥⑤ 本部機能については、第２期中期目標期間中に東京本部を幕張本部に集約化

することについて検討し、結論を得る。

２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等

(1) 一般管理費及び業務経費の効率化目標

一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。）につい

て、業務運営の効率化を推進し、第２期中期目標期間中、毎年度平均で３％程度

の額を節減するとともに、平成２１年度から開始する個別実践型リワークプログ

ラムによる精神障害者の復職支援事業に係る経費、地域の関係機関に対する職業

リハビリテーションに関する助言・援助等事業に係る経費及び特注型の訓練メニ

ューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施による先導

的職業訓練事業に係る経費の合計額については、事業開始後１年間と比べて毎年

度平均で３％程度の額を節減する。

業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規に追加される業務、

拡充業務分等を除く。）について、業務運営の効率化を推進し、第２期中期目標

期間中、毎年度平均で総額１．９％程度の額を節減するとともに、平成２１年度

から開始する個別実践型リワークプログラムによる精神障害者の復職支援事業に

係る経費、地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助

等事業に係る経費及び特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のた

めの技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練事業に係る経費の合計額につ

いては、事業開始後１年間と比べて毎年度平均で１．２％程度の額を節減する。

なお、上記目標の実現に当たっては、不要な支出の削減を図るため、無駄削減

・業務効率化に関する取組の人事評価への反映など自律的な取組のための体制整

備を行うとともに、レクリエーション経費の廃止、公用車・業務用車の効率化、

タクシー使用の適正化等、徹底した冗費の削減を行う。

(2) 随意契約の見直し

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組によ

り、随意契約の適正化を推進し、業務運営の一層の効率化を図る。

① 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組

状況を公表する。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行
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う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について

徹底的なチェックを受ける。

高年齢者等又は障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法

人（以下「受託法人」という。）への業務の委託については、一般競争入札等

競争性のある契約形態への移行を実施する。また、委託業務に係る会計監査の

強化及び精算報告書等に係る審査の徹底を図るなど、事業の適正な執行に努め

る。

(3) 業務・システムの最適化

「障害者雇用支援システム」について、平成１９年度に策定した最適化計画に

基づくシステム構成の見直し、処理機能の拡充等により、システム経費の削減及

び業務処理の効率化・合理化を図る。

３ 事業の費用対効果

事業の実施に要した費用及び事業によって得られた効果を把握・分析し、その結

果を事業実施内容の見直しや新たな事業展開につなげる。

４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓発の事業規模の配

慮

障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓発の事業については、

障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報

奨金並びに障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障が生じないよう、

その事業規模について配慮する。

５ 給付金及び助成金業務の効率化

高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対

する給付金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務については、円滑

かつ迅速な支給、支給に係るトラブル防止等のため、事業主等に対して、支給申請

書等の記入方法等の教示など事前相談を行うとともに、申請から支給決定までの期

間等について十分な説明を行う。また、適正支給の観点に留意しつつ、①添付書類

の簡素合理化、進捗管理の厳格化等による事務手続の効率化、②事業主等に分かり

やすい資料の作成配布等による申請方法の周知徹底、③受託法人の担当者会議の開

催等による審査能力の向上等の取組を行い、第２期中期目標の最終年度には、１件

当たりの平均処理期間（支給申請の受付から支給決定までの期間）を５％短縮する。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置
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１ 共通的事項

(1) 関係者のニーズ等の把握

機構に対する関係者のニーズ等について、以下の取組により幅広く把握し、ニ

ーズ等に即した業務運営を行うため、必要な措置を迅速に実施する。

事業主団体、障害者団体等と情報交換を行うとともに、機構の業務に対する意

見等を障害者、事業主、学識経験者等から聞く場を設定する。

利用者に対するアンケートによる終了時の調査及び必要に応じ追跡調査を積極

的に実施し、その結果から業務改善につなげるべき点を分析し、現場にフィード

バックする。

(2) 業績評価の実施及び公表

適正な業務の推進に資するため、外部の学識経験者、リハビリテーションの専

門家等による業績評価を行い、その結果を業務運営に反映させ、機構におけるＰ

ＤＣＡサイクルの徹底を図る。

さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、設定した

目標の達成状況、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホームページ等

において、積極的かつ分かりやすく公表する。

(3) 内部統制の在り方

機構における役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会

計監査人等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に

公表する。

ホームページを活用したモニター制度を導入し、機構の業務運営に参考となる

意見等を広く募集する。

(4) 高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携によるサービスの充実

高年齢者等及び障害者に係る各雇用支援業務について、相互に支援ノウハウ、

各種情報等の共有化を図ることにより、事業主相談における高齢者及び障害者雇

用に関する基礎的事項についての即時対応、助成金・給付金の効果的な周知、実

践的手法の開発・提供等のサービスにおける相乗効果を発揮する。

(5) 高年齢者等及び障害者の雇用情報等の提供並びに広報の実施

高年齢者等及び障害者の雇用に関する知識の普及を図るとともに事業主等によ

る当該雇用の安定等に向けた自主的な取組を支援するため、高年齢者等や障害者

の雇用に関する情報を収集・整備し、これらの情報を容易に利用できるよう、ホ

ームページ等を通じて提供する。

また、機構が実施する高年齢者等及び障害者の雇用支援に係る業務の内容、相

談窓口の紹介、各種セミナー・講習会・研修等の開催案内等について、ホームペ

ージ等を通じて積極的に広報を行う。
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２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 高年齢者等の雇用機会の確保等に資する事業主又はその事業主の団体に対して

給付金を支給することに関する事項

高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、定年の廃止又は引上げ、継続雇用制

度の導入・定着等による高年齢者等の雇用の確保や再就職援助等を図るため、機

構が実施する各種給付金支給業務については、その政策目的にのっとり、適正か

つ効率的な運営を図る。

ア 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報及び事務手続の簡素合理化

事業主等の利便性を図るため、各種給付金の支給要件、助成額、申請窓口の

所在地等をホームページ等で公開するとともに、支給要件等に変更があった場

合は当該変更が確定した日から７日以内にホームページ等で公開する。

給付金の効果的活用を促進するため、職業安定機関との連携を図り、様々な

機会を通じて事業主等に対する積極的な周知・広報を行う。

重点的に周知・広報を行うべきと認められる給付金については、予算の範囲

内で、新聞広告、一般誌の広告等を活用して周知を図る。

事業主にとって分かりやすい各種給付金のパンフレットや支給申請の手引等

を作成し、受託法人、地域センターの地方業務部門（以下「地方業務部門」と

いう。）及び職業安定機関等において事業主等に配布する。

適正支給に配慮しつつ、申請様式の簡略化、添付書類の簡素化等による事務

手続の簡素合理化を図る。

イ 適正な支給業務の実施

厳正な審査と支給申請事業所に対する計画的な調査を行い、疑義のあるもの

については電話での所在確認、無予告での事業所訪問、実地での従業員の雇用

確認等を行うことにより、不正受給防止対策を一層強化する。

不正受給が発生した場合は、再発防止の観点からその原因を究明し、受託法

人その他関係機関に対して適切な情報提供を行うとともに、必要な不正受給防

止対策を講ずる。

適正な支給業務を実施するため、受託法人の給付金業務担当者会議を開催し、

支給業務に関する問題点等について情報交換を行う。

機構及び受託法人は、厚生労働省又は都道府県労働局等その他関係機関との

間において、支給業務の問題点等に対する情報交換等を定期的に行い、適切な

支給業務の実施を図る。

(2) 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し

て相談その他の援助を行うことに関する事項

高年齢者雇用確保措置に関する事業主の取組、高年齢者等の雇用管理改善等、

高年齢者等の職業の安定を図るための多様な就業機会の確保に関して、事業主等
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に対する支援を職業安定機関と十分に連携しつつ、効果的に実施する。

ア 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助等の実施

希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、「７０歳まで働ける企業」の

実現、小規模企業における６５歳までの雇用確保措置の完全実施等の重点課題

に資するため、高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援アドバイザーが、

事業主等に対して、企業診断システムを活用して対象企業の課題等を把握する

等により、毎年度延べ３０，０００件の相談・援助を計画的かつきめ細かく実

施する。実施後は、相談・援助を行った事業主等に対して追跡調査を実施し、

有効回答のうち７０％以上の事業主等において、具体的な課題改善効果が見ら

れるようにする。

高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、６５歳までの高年齢者雇用

確保措置の未実施企業、とりわけ小規模な企業に対する高年齢者雇用確保措置

の実施・定着を図るための相談・援助、希望者全員を対象とする制度を導入す

るための相談・援助及び継続雇用制度の対象者を就業規則等により定めること

ができる経過措置期間の終了後において、労使協定による適切な基準を定める

ための相談・援助に重点を置いて実施する。

７０歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助は、「「７０歳まで働ける企業」

の実現に向けた提言」を踏まえ、６５歳までの高年齢者雇用確保措置の実施企

業を中心に、６５歳を超える定年延長等の企業の自主的な取組を支援する。

高年齢者雇用アドバイザー等は、相談・援助によって明らかになった高年齢

者の継続雇用に当たっての条件整備に関する具体的な解決案を提案するなど企

画立案サービスを積極的に実施する。

高年齢者雇用アドバイザー等によるサービスの一層の質の向上を図るため、

相談・援助等の好事例の提供、事例検討会、実務研修等を実施する。

イ 実践的手法の開発・提供

企業における高年齢者等の雇用に係る問題の解決、雇用管理の改善等に資す

るため、事業主のニーズに配慮しつつ、高年齢者等の雇用に関する必要な実践

的手法を開発し、高年齢者雇用アドバイザー等が行う相談・援助への活用を図

るとともに、開発成果をホームページ等を通じて提供することにより、事業主

等の自主的な取組を支援する。

① 事業主支援手法等の開発

高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の効果的な実施に資するた

め、事業主支援手法等を開発する。

② 共同研究の実施及び先進企業の事例の収集・提供

高年齢者等の雇用確保のための条件整備に必要な調査研究を事業主等と共

同で実施する。また、高年齢者等の意欲、能力を活用した多様な就業形態の
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開発等を支援するとともに、高年齢者等の雇用を推進している先進企業の事

例の収集・提供を行う。

③ 産業別ガイドライン策定支援

産業団体が学識経験者、産業団体代表者等から構成する産業別高年齢者雇

用推進委員会を開催し、高年齢者等の雇用促進のために解決すべき課題等に

ついて検討を行い、その結果に基づき高年齢者等の雇用をより一層促進する

ために必要なガイドラインを自主的に策定することを支援する。

④ 開発成果の普及・活用の促進

上記①から③までによる実践的手法の開発により得られた成果については、

冊子等を作成し、事業主等に配布するほか、常に情報の抽出・整理ができる

ようデータベースを構築し、当該開発成果に係る情報を蓄積・管理した上で、

事業主等が有効に活用できるようホームページで公開する。

ウ 啓発広報活動等の実施

希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、「７０歳まで働ける企業」の

実現、６５歳までの高年齢者雇用確保措置の完全実施など、意欲と能力がある

限り年齢に関わりなく働き続けることができる社会の実現に向け、事業主をは

じめ社会全体の意識を醸成するため、高齢者雇用を支援する月間を設け、企業

等が高齢者等にとって働きやすい雇用環境にするために創意工夫を行った改善

の事例の発表等を内容とする行事を開催する。

高齢化対策、高年齢者等の雇用問題について、その具体的対応事例等を掲載

した定期刊行誌を毎月発行する。また、ホームページを活用した情報提供、新

聞・テレビといったマスメディア等の活用等による啓発広報活動を実施する。

(3) 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にする

ために必要な助言又は指導を行うことに関する事項

高年齢者雇用確保措置の実施状況や団塊の世代が６０歳に到達し、さらに平成

２４年には６５歳に到達しはじめるつつあることを踏まえ、６５歳以降を視野に

入れた職業生活設計に重点を移し、労働者が早い段階から自らの希望と能力に応

じた多様な働き方を選択し、実現できるようにするため、職業安定機関等と密接

な連携を図りながら、高齢期における職業生活の設計のための助言、援助を行う。

(4) ６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規模企業に重点をおいた支

援を行うことに関する事項

小規模な企業において雇用確保措置の導入・定着が遅れている状況を踏まえ、

支援対象を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特性を踏まえた、より効果的

かつ効率的な事業手法を検討し、その結果に基づき効果的かつ効率的な運営を図

る。
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(5) 高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに関する事項

機構による高年齢者雇用支援業務は、６５歳までの雇用確保措置に係る相談援

助等の対象企業の重点化・縮小や、新たな課題として６５歳以上の雇用確保に係

る業務が見込まれる一方、社会経済情勢や法施行の状況等の関連諸施策の動向に

影響を受けることなどを勘案し、平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実

施体制・実施方法については、引き続き現行の枠組みで実施することが合理的か

つ効果的・効率的かについて、第２期中期目標期間終了時までに検討し、結論を

得ることとしているので、厚生労働省の検討に資するように必要な連携を図る。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

障害者職業センターにおける職業リハビリテーション関係業務については、障

害者雇用納付金関係業務等と有機的な連携を図るとともに、サービスを希望する

者の就労支援ニーズをできる限り的確に把握しつつ、職業安定機関を始め、福祉、

教育、医療機関等の関係機関との密接な連携の下、適正かつ効果的に業務を実施

する。

また、効率的かつ効果的な業務の実施に資するため、外部のリハビリテーショ

ン専門家による厳格な評価を実施する。

ア 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施

① 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施

・ 地域センターにおいては、発達障害者等に対する専門的支援を始め、地

域における就労支援機関の整備状況等を踏まえ、どの地域においても適切

な職業リハビリテーションサービスを均等・公平に受けられるようにした

上で、他の機関では支援が困難な障害者に対する職業リハビリテーション

サービスを重点的に実施することとし、第２期中期目標期間中に延べ１２

５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビリテーションサー

ビスを実施する。なお、メンタルヘルス分野等における医療機関との連携

による精神障害者に対する復職（リワーク）・再就職支援を行うとともに、

ニート等の自立支援機関や教育機関との連携による、発達障害を有する若

者に対する支援の充実を図る。

・ 的確な職業評価とインフォームドコンセント（説明と同意）に基づいて、

個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画を策定すること

とし、第２期中期目標期間中に当該計画を延べ８５，０００件以上策定す

る。

・ 個々の障害者の特性を踏まえ作成した指導カリキュラムに基づき、職業

準備訓練及び職業講習を的確かつ効果的に実施することにより、障害者の



- 9 -

就労の可能性を高め、第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職

等に向かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場

実習等）へ移行できるようにするとともに、職業紹介等の業務を担当する

職業安定機関との緊密な連携を図り、その修了者の就職率が５０％以上と

なることに資するため、その内容の充実を図る。なお、ＯＡ講習は、地域

センターの専門的支援への重点化、民間機関における訓練機会の拡大及び

障害者委託訓練の拡大状況も踏まえ、廃止する。

・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）による障害者、事業主等への支援につ

いては、社会福祉法人等に配置されるジョブコーチの活動領域の拡大を図

ること等を踏まえ、第２期中期目標期間中に１０，５００人以上の障害者

を対象に的確に実施し、支援終了者の職場への定着率が８０％以上となる

ようにする。

・ 精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇用継続を促進するため、地域にお

ける精神障害者雇用支援ネットワークを構築・整備しつつ、主治医、事業

主、家族等関係者との緊密な連携を図り、障害者に対する職業指導及び作

業支援、事業主に対する雇用管理の助言・援助等を総合的に行う精神障害

者総合雇用支援を実施する。

また、最近におけるうつ病等の精神障害による休職者の大幅な増加や休

職と復職を繰り返す、休職期間が長期化するといった復職支援の困難な事

案の割合の高まりに対応するため、総合センターが中心となって開発した

最新の支援技法を導入した個別実践型リワークプログラムにより、多様な

精神障害者を対象に復帰後の環境への適応にも重点を置きつつ個別状況に

応じたより効果的な復職支援を行う。

これらにより、第２期中期目標期間中に精神障害者９，０００人以上を

対象に積極的かつ効果的に実施し、復職支援及び雇用継続支援終了者の復

職・雇用継続率が７５％以上となるようにする。

・ 地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者総合雇用支援

を受けた障害者に対してアンケート調査を実施し、有効回答のうち８０％

以上の障害者から効果があった旨の評価を得られるようにする。

・ 広域障害者職業センター(以下「広域センター」という。)については、

全国の広範な地域から職業的重度障害者を受け入れるという本来の役割を

十分に果たすよう、職業安定機関及び地域センターと連携して対象者の把

握・支援等を行う。

② 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施

地域センターにおいて、障害者の雇用管理に関する事項について、職業リ
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ハビリテーション専門機関の立場から、事業主に対する的確な支援を実施し、

障害者の就職又は職場適応を促進する。実施に当たっては、必要に応じ医療、

社会教育、社会福祉、工学等の専門家と連携して、事業主等に対する的確か

つ効果的な支援が行われるようにする。

的確な支援を実施するため、事業主のニーズに応じた事業主支援計画に基

づく支援を積極的に実施することとし、第２期中期目標期間中に事業主支援

計画を延べ２７，５００件以上策定する。また、当該計画に基づく支援を受

けた事業主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主

において具体的な課題改善効果が見られるようにする。

③ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の

実施

各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者その

他の関係機関がより効果的な職業リハビリテーションサービスの事業を実施

することができるよう、地域センターにおいて、これらの関係機関に対する

職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を

行うとともに、総合センターとの共同によりこれらの関係機関の職員等への

職業リハビリテーションに関する実践的な知識・技術等の向上のためのマニ

ュアル・教材の作成及び提供並びに実務的研修を実施する。

実施後は、助言・援助等を受けた関係機関及びマニュアル・教材の提供を

受けた者又は研修受講者の在籍する所属長に対してアンケート調査を実施し、

有効回答のうち８０％以上の関係機関等から有用であった旨の評価を得られ

るようにする。

④ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成

職業リハビリテーション専門職である障害者職業カウンセラーの養成及び

研修を実施するとともに、医療・福祉等の分野の職員等を対象に、職業リハ

ビリテーションに関する次の専門的、技術的研修を職種別・課題別に実施す

る等により、職業リハビリテーションの専門的な人材の育成を図る。

・ 障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成するための研修

・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修

・ 医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務者を養成する

ための研修

イ 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とそ

の普及・活用の推進
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① 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施

障害者の職業リハビリテーションに関する施策の充実及び障害者職業セン

ター等における関係業務の推進に資するため、次の事項に重点を置いて職業

リハビリテーションに関する調査・研究を実施する。

なお、通常の研究のほか、総合的な研究テーマについてプロジェクト方式

による研究を実施する。

・ 発達障害、精神障害、高次脳機能障害及び難病者等の職業リハビリテー

ションに関する先駆的な研究

・ 職業リハビリテーション業務を行う地域センター等の現場の課題解決に

資するための研究

・ 地域の就労支援機関向けの有効な支援ツール等の開発のための研究

・ 国の政策立案に資する研究

第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部評価を行い、

各調査・研究について、３分の２以上の評価委員から、４段階中上から２

段階以上の評価が得られるようにする。

② 職業リハビリテーションに係る技法の開発

福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者の拡大に資する

ため、発達障害者や精神障害者等これまでの支援技法では効果の現れにくい

障害者に対して、①で行う調査・研究とあいまって、障害特性及び事業主の

ニーズに応じた先駆的な職業リハビリテーション技法を開発する。

新たに開発した技法を活用した職業準備訓練等を実施するなどにより、多

様な障害者に対し効果的な職業リハビリテーションを実施するとともに、必

要に応じ開発した技法に改良を加える。

③ 研究・開発成果の積極的な普及・活用

研究・開発成果の普及・活用を図るため、研究発表会の開催、学会等での

発表、各種研修での講義、インターネット等を活用した情報提供等を行うと

ともに、職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすいマ

ニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中に２０件以上作成する。

研究・開発成果を関係機関で共有化するため、広域センター、地域センタ

ー及び障害者就業・生活支援センター等における研究・開発成果の活用状況

を把握し、研究・開発成果の更なる普及・活用を図る。

(2) 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項

機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校に関しては、広域センターとの密

接な連携の下、職業的重度障害者に対して、個々の訓練生の障害の程度、態様等

を十分考慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓練生に適した訓練内容を定め

るなど、障害者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配慮を加え、他の障害者職

業能力開発校等に成果を提供できるような先導的な職業訓練を実施する。
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ア 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実

福祉から雇用への流れを踏まえ、受講者の拡大を図る観点から、関係機関と

の一層緊密な連携を図り、職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害

者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、定員充足

率が毎年度９５％以上となるようにする。

企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭において、

より就職に結びつく職業訓練の実施に努める。このため、企業による採用や職

場適応についてのノウハウが確立されていない職業訓練上特別な支援を要する

障害者について、雇入れ可能性のある企業の協力・連携の下に、特注型の訓練

メニューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施によ

る先導的職業訓練に取り組む。

また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職業

安定機関との緊密な連携を図り、訓練修了者等の就職率が８０％以上となるこ

とに資するため、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等によりその内

容の充実を図る。

イ 障害者に対する指導技法等の開発・普及

先導的な職業訓練実施の成果を基に、職業訓練上特別な支援を要する障害者

に対する職業訓練内容、指導技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者

職業能力開発校等への提供、その訓練指導員に対する研修の実施等により、障

害者職業訓練全体のレベルアップに貢献する。指導技法等の開発成果について

は、障害者職業能力開発校等へのアンケート調査を実施し、開発した指導技法

等に係る職業訓練を実施又は実施を検討している障害者職業能力開発校等の有

効回答のうち８０％以上のものから有用であった旨の評価が得られるようにす

る。

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項

ア 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等の支給

障害者雇用納付金制度について適切な周知、理解の促進を図るため、関係機

関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で

２５０回以上開催するほか、パンフレット、記入説明書等の配布を行う。

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づき、

障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障

害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の適正な支給を行うため、厳正

な審査を実施するほか、障害者雇用納付金申告対象事業主等に対して調査を的

確に実施することにより、障害者雇用納付金については、常用雇用労働者数が

３００人を超える事業主については９９％以上の収納率を維持する。とともに、

平成２２年７月から新たに適用対象となった常用雇用労働者数が２００人を超

え３００人以下の事業主については、中期目標期間終了時までに、同様の収納



- 13 -

率を目指すものとする。

また、障害者雇用率達成指導業務を実施する職業安定機関と緊密な連携を図

り、必要な情報交換を行う。

当該年度内に収納に至らなかった未収納付金等については、納付督励・督促

を継続的に実施する等により、確実な徴収を図る。

障害者雇用納付金申告対象事業主、調整金支給対象事業主等の利便性の向上

を図るため、申告・申請手続の簡素化及び電算機処理システムの改定等を実施

する。

なお、障害者雇用納付金申告対象事業主等に対する調査については、駐在事

務所の廃止及び本部組織への一元化に際し、不正受給の防止に支障が生じない

よう留意するとともに、集約化による専門性の向上等業務の効率的かつ効果的

な実施に努める。

イ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給

① 助成金の効果的活用の促進に向けた周知・広報及び事務手続の簡素合理化

事業主等の利便性を図るため、各種助成金の支給要件、助成額、申請窓口

の所在地等をホームページ等で公開するとともに、支給要件等に変更があっ

た場合は当該変更が確定した日から７日以内にホームページ等で公開する。

助成金の効果的活用を促進するため、職業安定機関、地域センター等との

連携を図り、様々な機会を通じて事業主等に対する周知・広報を行う。

事業主にとって分かりやすい各種助成金のパンフレットや支給申請の手引

等を作成し、受託法人、地方業務部門及び職業安定機関等において事業主等

に配布する。

適正支給に配慮しつつ、申請様式の簡略化、添付書類の簡素化等による事

務手続の簡素合理化を図る。

② 適正な支給業務の実施

厳正な審査と支給申請事業所に対する計画的な調査を行い、疑義のあるも

のについてはすべて事業所を訪問する等により、不正受給防止対策を一層強

化する。

不正受給が発生した場合は、再発防止の観点からその原因を究明し、受託

法人その他関係機関に対して適切な情報提供を行うとともに、必要な不正受

給防止対策を講ずる。

適正な支給業務を実施するため、受託法人の助成金業務担当者会議を開催

し、支給業務に関する問題点等について情報交換を行う。

機構及び受託法人は、厚生労働省又は都道府県労働局等その他関係機関と

の間において、支給業務の問題点等に対する情報交換等を定期的に行い、適

切な支給業務の実施を図る。

ウ 障害者の雇用に関する相談・援助、各種講習、相談･援助、実践的手法の開発、
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啓発等の実施

① 相談・援助、各種講習、相談・援助等の実施

障害者雇用に関する広範な知識と経験を持った障害者雇用アドバイザーを

配置するとともに､必要に応じ医療、社会教育、社会福祉、工学等の専門家と

連携して、障害者の雇用水準の低い中小企業等を中心に、事業主等に対する

的確かつ効果的な相談・援助を実施することとし、当該相談・援助を毎年度

２２，０００件以上実施する。実施後は、相談・援助を行った事業主等に対

して追跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主等において具体

的な課題改善が見られるようにする。

(ｱ) 障害者職業生活相談員資格認定講習の実施に当たっては、障害者の職業

生活全般にわたる相談・指導等に必要な専門知識を付与するため講習内容

の充実を図る。

(ｲ) 障害者の能力と適性に応じた雇用の促進と職場定着を図るため、障害者

雇用に関する専門的な知識と経験を有する障害者雇用エキスパートが、特

に困難な課題を抱える事業主に対して、障害者の職域拡大や雇用管理等に

関する相談･援助を効果的に実施する。

障害者雇用エキスパートによる相談･援助は、障害者雇用状況の改善が

遅れている中小企業等に重点を置いて実施する。

② 実践的手法の開発・提供

企業における障害者の雇用に係る問題の解決、雇用管理の改善及び障害者

の雇用機会の拡大に資するため、事業主のニーズ及び障害の種類に配慮しつ

つ、障害者の職域拡大及び雇用管理に係る実践的手法を開発し、障害者雇用

エキスパート等アドバイザーが行う相談・援助への活用を図るとともに、開

発成果をホームぺージ等を通じて提供することにより、事業主等の自主的な

取組を支援する。

上記による実践的手法の開発により得られた成果については、事業主等の

利用しやすい報告書、マニュアル等に取りまとめ、事業主等に配布するほか、

当該開発成果に係る情報を事業主等が有効に活用できるよう分かりやすくホ

ームページで公開するとともに、事業主等に対して障害者雇用事例等を提供

する「障害者雇用事例リファレンスサービス」の充実を図り、企業のニーズ

に対して迅速かつ的確な情報提供を行う。

③ 就労支援機器の普及・啓発

就労支援機器を広く事業主に普及・啓発するため、ホームページ等を通じ

た情報提供、就労支援機器の効果的な活用に係る相談等を実施し、事業所に

就労支援機器の貸出しを行う。なお、当該業務については、駐在事務所の廃

止及び本部組織への一元化に際し、サービスの質の維持に留意するとともに、
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集約化による専門性の向上等業務の効率的かつ効果的な実施に努める。

適宜アンケート調査を実施し、事業主のニーズを把握するとともに、効率

的な業務を行うため、就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ

保有台月数）を常態において６０％以上にする。

④ 啓発事業の実施

事業主や国民一般に対して、障害者に対する認識を高め、その雇用の促進

と職業の安定を図るため、障害者雇用を支援する月間を設け、全国レベルで

障害者雇用優良事業所等の表彰、障害者ワークフェア等の諸事業を複合的に

実施する。

障害者ワークフェアの来場者にアンケート調査を実施し、有効回答のうち

８０％以上の来場者から障害者の雇用問題についての理解が深まった旨の評

価を得られるようにする。また、アンケート調査結果を分析し、その内容及

び方法についてより効果的なものとする。

このほか、各都道府県において障害者雇用優良事業所等の表彰等による啓

発事業を実施する。

障害者の雇用に係る諸情報を総合的に掲載した定期刊行誌を毎月発行する。

また、ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビ等マスメディアの活

用等による啓発広報活動を実施する。

エ 障害者の技能に関する競技大会の開催

障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよ

う、広く障害者の職業能力に対する社会の理解と認識を深め、その職業能力の

向上と雇用促進を図るため、全国障害者技能競技大会（アビリンピック）を定

期的（毎年、国際アビリンピック開催年を除く。）に開催し、成績優秀者を顕

彰する。

産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏まえた競技

種目の重点化を図るとともに、先駆的又は雇用拡大が期待される職種による技

能デモンストレーションの実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を行う。

大会来場者に対してアンケート調査を実施し、有効回答のうち８０％以上の

大会来場者から障害者の職業能力及び雇用に対する理解が深まった旨の評価を

得られるようにする。

平成２３年に開催予定の第８回国際アビリンピックへの選手の派遣に向け、

国内大会の効果的運営に努める。

各都道府県における障害者の技能競技大会（地方アビリンピック）を毎年効

率的かつ効果的に開催・運営する。

第３ 予算、収支計画及び資金計画

１ 予算 別紙－１のとおり



- 16 -

２ 収支計画 別紙－２のとおり

３ 資金計画 別紙－３のとおり

・ 障害者雇用納付金に係る積立金については、銀行等の健全性に配慮した運用を

行うなど、適正にその運用及び管理を行う。

第４ 短期借入金の限度額

１ 限度額 ５，０００百万円

２ 想定される理由

・ 運営費交付金の受入れの遅延による資金不足

・ 予定外の退職者の発生に伴う退職金の支給等

第５ 財産の処分等に関する計画

１ 不要財産等の処分に関する計画

石川障害者職業センター跡地及び旧三重障害者職業センターについては、平成２

３年度中に国庫納付する。

また、岩手１号職員宿舎及び富士見職員宿舎については、職員の退去後、速やか

に国庫納付する。

２第５ 重要な財産の処分等に関する計画

せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産については、国の資産債

務改革の趣旨を踏まえ、処分を行う。

第６ 剰余金の使途

・ 事業主に対する相談・援助業務の充実

・ 職業リハビリテーション業務の充実

・ 障害者職業能力開発校における職業訓練業務の充実

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項
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１ 人事に関する計画

(1) 方針

効果的かつ効率的な業務運営のため、必要な人材の確保、人員の適正配置、研

修の充実による専門性及び意識の向上を図る。

(2) 人員に関する指標

人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院

勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現

するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）等に基づ

く平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本とする削減を、引き続き着実に実

施する。常勤職員について、その職務能力を向上させるとともに、全体として効

率化を図りつつ、常勤職員数の抑制を図る。

さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７

月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３

年度まで継続する。

なお、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、これを

維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準

の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表

する。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準

を上回ってないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因について、是正の

余地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準

等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなっ

ているか。

（参考）第２期中期目標期間中の予算における人件費見積りの総額は、別紙－１のと

おり。

２ 施設・設備に関する計画

障害者の就労に関する様々な援助業務の効果的かつ効率的な遂行を図るため、施

設の老朽化等を勘案して、計画的な修繕等を行う。

(参考）
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施設・設備の内容 予算額（百万円）） 財源

（地域センター）

空調設備更新 １２４

電気設備整備 施設整備費補助金

給排水設備更新 １８５

（注）上記の計画については、業務実施状況、予見しがたい事情等を勘案し、施設整

備を追加又は予定額を変更することがあり得る。



別紙 － １

総括

高齢・障害者 障害者職業 障害者雇用

雇用支援勘定 能力開発勘定 納付金勘定

収入

運営費交付金 73,333 4,200 0 77,534

施設整備費補助金 293 0 0 293

高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金 96,917 0 0 96,917

その他の収入 153 22 97,486 97,661

計 170,697 4,222 97,486 272,405

支出

人件費 25,197 2,582 5,249 33,029

一般管理費 3,185 803 1,206 5,194

業務経費 142,021 837 128,147 271,006

高年齢者等助成金支給経費 99,964 0 0 99,964

高年齢者等雇用相談援助経費 16,586 0 0 16,586

高年齢者等職業生活設計援助経費 2,581 0 0 2,581

障害者職業センター運営経費 22,877 0 0 22,877

障害者職業能力開発校運営経費 0 837 0 837

障害者雇用納付金関係経費 0 0 128,147 128,147

障害者雇用継続助成金支給経費 14 0 0 14

施設整備費 293 0 0 293

計 170,697 4,222 134,603 309,522

(注１）　各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

(注２）　納付金勘定における収入不足分については、積立金からこれに充当するものとする。

[ 人件費の見積り ]

　期間中総額２６，５３３百万円を支出する。

　ただし、上記の額は、役員給（非常勤役員給与を除く。）並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当

及び休職者給与に相当する範囲の費用である。（人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）

運営費交付金の算定ルールについては、別紙－１－２のとおり。

中期計画（平成２０年度～平成２４年度）の予算

(単位 : 百万円)

区分

金額

計



 

 

別紙－１－２ 

運営費交付金の算定ルール 

 

 中期目標の期間（平成２０年度～平成２４年度）の運営費交付金の算定ルールについては、次のとお

りとする。 

 

 

［運営費交付金の算定ルール］  
 

運営費交付金額＝［人件費＋｛一般管理費（Ａ）×ε｝×γ2］＋｛業務費（Ｒ）× γ３ × δ ×

ε｝ ＋ 特殊要因（X) － 自己収入の額（I) 
 

    人件費＝基本給等（B)＋退職金（S） 

 

    B:基本給、諸手当、共済組合負担金等の人件費（退職手当を除く）をいい、次式により算出する。 

    B＝（P1×α×β＋P2×β＋P3）×γ１ 

          B :当該年度の基本給等 

     P1:前年度の基本給中昇給及び給与改定の影響を受けるもの 

     P2:前年度の基本給中給与改定の影響を受けるもの 

     P3:前年度の基本給中昇給及び給与改定の影響を受けないもの 

          α:運営状況を勘案した昇給原資率 

          β:運営状況を勘案した給与改定率 

    Ｓ:当年度の退職予定者及び前年度以前の予定外退職者に対応した当年度分退職手当額 

 

      A  ：前年度管理部門に係る物件費（謝金、旅費、庁費、土地建物借料、交際費、 

       保険料及び各所修繕の合計額） 

      R  ：前年度の業務に係る物件費（運営費交付金中人件費及び一般管理費以外の経費） 

      X  ：平成20年度以降特殊要因により新規追加・拡 充又は縮減された経費（中期目標期間を

通じて、他の経費には分類しないものとする。）に係る当年度の所要額（人件費を含む） 

      I  ：運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう事業収入の見積額 

      γ  ：業務の効率化等における効率化係数 

      δ  ：業務政策係数 

      ε  ：消費者物価指数 

 

 
［中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等］ 

   中期計画予算の見積もりに際し使用した具体的係数は各事業年度の運営費交付金算定時に具体的

な数値を定めることとしている。 

１ αについては、平成20年度▲０．０９７５％、平成21年度以降０％と仮定した。 
２ β、δ及びεについては、０％と仮定した。 
３ γ１については、平成20年度▲１．００１７１％、平成21年度以降▲１％と仮定した。 
４ γ２については、平成20年度▲２．８６３２９％、平成21年度以降▲３％と仮定した。 
５ γ３については、平成20年度▲２．５８２７４１％、平成21年度以降▲２％と仮定した。 
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総　括

高齢・障害者
雇用支援勘定

障害者職業
能力開発勘定

障害者雇用
納付金勘定 計

費用の部 170,403 4,232 134,614 309,249

170,391 4,226 134,611 309,227

　人件費 25,197 2,582 5,249 33,029

141,496 837 128,087 270,420

　一般管理費 3,185 604 1,206 4,995

　減価償却費 513 202 68 783

財務費用 12 6 4 21

0 0 0 0

収益の部 170,403 4,232 134,614 309,249

運営費交付金収益 73,075 4,200 0 77,275

国庫補助金収入 96,917 0 0 96,917

その他の収入 153 22 97,124 97,299

資産見返運営費交付金戻入 258 9 0 267

財務収益 0 0 361 361

臨時利益 0 0 37,129 37,129

純利益 0 0 0 0

総利益 0 0 0 0

（注２）当法人における高齢・障害者雇用支援勘定及び障害者職業能力開発勘定に係る退
　　　　職手当については、役員退職規程及び職員退職手当規程に基づいて支給すること
　　　　となるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。

（注１）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

臨時損失

平成２０年度～平成２４年度収支計画

経常費用

　業務費

（単位：百万円）

金　　　　　　　　額
区　　　分
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総　括

高齢・障害者
雇用支援勘定

障害者職業
能力開発勘定

障害者雇用
納付金勘定 計

資金支出 175,914 4,324 135,722 315,959

174,634 4,116 134,584 313,334

投資活動による支出 552 0 3 554

255 193 56 504

次期中期目標期間への繰越金 473 15 1,080 1,567

資金収入 175,914 4,324 135,722 315,959

業務活動による収入 170,404 4,222 97,470 272,096

運営費交付金による収入 73,333 4,200 0 77,534

国庫補助金収入 96,917 0 0 96,917

その他の収入 153 22 97,470 97,645

投資活動による収入 293 0 20,000 20,293

施設整備費補助金による収入 293 0 0 293

その他の収入 0 0 20,000 20,000

財務活動による収入 0 0 0 0

前中期目標期間よりの繰越金 5,217 101 18,252 23,570

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

財務活動による支出

金　　　　　　　　額
区　　　分

平成２０年度～平成２４年度資金計画

（単位：百万円）

業務活動による支出


